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第５章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解  

5.1 配慮書について述べられた経済産業大臣の意見  

「環境影響評価法」第３条の６の規定に基づく経済産業大臣の意見（令和元年

12月９日 20190925保第5号）は、次のとおりである。 
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5.2 経済産業大臣の意見に対する事業者の見解  

配慮書について述べられた経済産業大臣の意見に対する事業者の見解は、第

5.2-1表のとおりである。 

第5.2-1表(1) 経済産業大臣の意見に対する事業者の見解 

経済産業大臣の意見 事業者の見解 

１．総論 

（１）対象事業実施区域の設定 

本 事 業 の 事 業 実 施 想 定 区 域 の 大 部 分 が 、

現時 点に おい て、 他事 業者 が計 画す る風 力

発電 事業 の事 業実 施想 定区 域と 重複 して い

るこ とか ら、 当該 事業 者と 速や かに 事業 計

画に 係る 協議 ・調 整等 を行 い、 方法 書及 び

それ 以降 の手 続に おい て適 切な 対象 事業 実

施区 域を 設定 した 上で 環境 影響 評価 を実 施

すること。  
ま た 、 対 象 事 業 実 施 区 域 並 び に 風 力 発 電

設 備 及 び 附 帯 設 備 （ 以 下 「 風 力 発 電 設 備

等」という。）の構造・配置又は位置・規模

（以下「配置等」という。）の検討において

は、 計画 段階 配慮 事項 に係 る環 境影 響の 重

大性の程度を整理し、反映させること。 

 

 事業実施想定区域の大部分が重複している他

事業者とは、協議を行っていますが調整に至っ

ていません。このため、方法書以降の手続きに

おいて引き続き協議を行うと共に、本事業の環

境影響を適切に把握するための対象事業実施区

域を設定し、鹿児島県、いちき串木野市及び薩

摩川内市等の関係機関等との協議・調整を十分

に行い、地域住民等の関係者に対し丁寧かつ十

分な説明を行うことで、環境影響評価手続きを

進めていきたいと考えています。 

対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備

等の配置等の検討においては、計画段階配慮事

項に係る環境影響の重大性の程度並びに調査、

予 測 及 び 評 価 の 結 果 を 踏 ま え 、 環 境 影 響 の 回

避・低減を図ります。方法書までの検討の経緯

については、「方 法書  第７章 7.2.2 方法書ま

での事業内容の具体化の過程における環境の保

全の配慮に係る検討の経緯」に示しました。 

（２）累積的な影響 

本事業実施想定区域（以下、「想定区域」

という。）及びその周辺においては、他事業

者に よる 複数 の風 力発 電所 が稼 働中 又は 環

境影 響評 価手 続中 であ るこ とか ら、 稼働 時

の騒 音及 び風 車の 影、 鳥類 並び に景 観等 に

対す る累 積的 な影 響が 懸念 され る。 この た

め、 既存 の風 力発 電設 備等 に関 する これ ま

での 調査 等か ら明 らか にな って いる 情報 及

び環 境影 響評 価図 書等 の公 開情 報の 収集 や

他事 業者 との 情報 交換 等に 努め 、本 事業 と

の累 積的 な影 響に つい て、 適切 な調 査、 予

測及 び評 価を 行い 、そ の結 果を 踏ま え、 風

力発電設備等の配置等を検討すること。 

 

対象事業実施区域周辺で稼働中の風力発電所

（柳山ウィンドファーム風力発電所、串木野れ

い め い 風 力 発 電 所 、 羽 島 風 力 発 電 所 ） に つ い

て、風力発電設備等に関するこれまでの調査等

から明らかになっている情報及び環境影響評価

図書等の公開情報の収集や各事業者との情報交

換等に努め、累積的な影響について、適切な調

査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、

風力発電設備等の配置等を検討します。 

 

 

（３）事業計画の見直し 

上 記 の ほ か 、 ２ ． に よ り 、 本 事 業 の 実 施

によ る重 大な 影響 等を 回避 又は 十分 に低 減

でき ない 場合 は、 風力 発電 設備 等の 配置 等

の再 検討 、対 象事 業実 施区 域の 見直 し及 び

基数 の削 減を 含む 事業 計画 の見 直し を行 う

こと。 

 

騒 音等 の 影 響、 風 車 の 影 に よ る 影 響、 土 地

の改 変に 伴う 自然 環 境 に 対 す る 影 響 及 び 鳥 類

に対 する 影響 の予 測 及 び 評 価 に 当 た っ て は 、

必要 に応 じて 適切 な 環 境 保 全 措 置 を 講 じ ま す

が、 重大 な環 境影 響 を 回 避 又 は 十 分 に 低 減 で

きな いと 判断 され る 場 合 に は 、 風 力 発 電 設 備

等の 配置 等の 再検 討 や 基 数 の 削 減 の 検 討 を 行

うな ど、 対象 事業 実 施 区 域 の 見 直 し を 含 む 事

業計画の見直しを行います。 
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第5.2-1表(2) 経済産業大臣の意見に対する事業者の見解 

経済産業大臣の意見 事業者の見解 

（４）関係機関等との連携及び地域住民等への

説明 

本事業計画の今後の検討に当たっては、関

係 機 関 等 と 協 議 ・ 調 整 を 十 分 に 行 い 、 方 法

書 以 降 の 環 境 影 響 評 価 手 続 を 実 施 す る こ

と 。 ま た 、 地 域 住 民 等 に 対 し 丁 寧 か つ 十 分

な説明を行うこと。 

 

 

今後の環境影響評価手続等においては、鹿児

島県、いちき串木野市及び薩摩川内市等の関係

機関等との協議・調整を十分に行い、地域住民

等の関係者に対し丁寧かつ十分な説明を行うよ

うに努めます。 

（５）環境保全措置の検討 

環境保全措置の検討に当たっては、環境影

響の回避・低減を優先的に検討し、代償措置

を優先的に検討することがないようにするこ

と。 

 

環境保全措置の検討に当たっては、環境影響

の程度を考慮し、必要に応じて風力発電設備等

の配置等や工事計画の見直しを行うなど、環境

影響の回避・低減を優先的に検討します。 

２．各論 

（１）騒音に係る環境影響 

想定区域及びその周辺には、複数の住居が

存在することから、稼働時における騒音によ

る 生 活 環 境 へ の 重 大 な 影 響 が 懸 念 さ れ る た

め、環境保全に十全を期することが求められ

る。このため、風力発電設備等の配置等の検

討 に 当 た っ て は 、「 風 力 発 電 施 設 か ら 発 生 す

る 騒 音 等 測 定 マ ニ ュ ア ル 」（ 平 成 29年 ５ 月 環

境省）及びその他の最新の知見等に基づき、

住居への影響について適切に調査、予測及び

評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設

備 等 を 住 居 か ら 十 分 に 離 隔 す る こ と 等 に よ

り、騒音による生活環境への影響を回避又は

極力低減すること。 

 

 

風 力 発 電 設 備 等 の 配 置 等 の 検 討 に 当 た っ て

は、「風力発電施設から発生する騒音等測定マ

ニュアル」（平成 29年５月環境省）及びその他

の最新の知見等に基づき、騒音等の住居等への

影 響 に つ い て 適 切 に 調 査 、 予 測 及 び 評 価 を 行

い、必要に応じて風力発電設備等を住居等から

十分に離隔する等、適切な環境保全措置を講じ

ることにより、騒音等による生活環境への影響

を回避又は極力低減します。 

（２）風車の影に係る環境影響 

想定区域及びその周辺には、複数の住居が

存在することから、稼働時における風車の影

による生活環境への重大な影響が懸念される

ため、環境保全に十全を期することが求めら

れる。このため、風力発電設備の配置等の検

討に当たっては、住居への影響について適切

に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏

まえ、風力発電設備を住居から十分に離隔す

ること等により、風車の影による生活環境へ

の影響を回避又は極力低減すること。 

 

風 力 発 電 設 備 等 の 配 置 等 の 検 討 に 当 た っ て

は、風車の影による住居等への影響について適

切に調査、予測及び評価を行い、必要に応じて

風 力 発 電 設 備 等 を 住 居 等 か ら 十 分 に 離 隔 す る

等、適切な環境保全措置を講じることにより、

風車の影による生活環境への影響を回避又は極

力低減します。 

（３）鳥類に対する影響 

想定区域及びその周辺は、サシバ、アカハ

ラダカ等の主要な渡り経路となっている可能

性があることから、本事業の実施により、風

力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等

に よ る 鳥 類 へ の 影 響 が 懸 念 さ れ る 。 こ の た

め、風力発電設備の配置等の検討に当たって

は、専門家等からの助言を踏まえた鳥類に関

する適切な調査、予測及び評価を行い、その

結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることに

より、鳥類への影響を回避又は極力低減する

こと。 

 

風力発電設備の配置等の検討に当たっては、

専門家等からの助言を踏まえた鳥類に関する適

切な調査、予測及び評価を行います。  
これらの結果を踏まえ、重大な影響が懸念さ

れる場合は、必要に応じ追加的な環境保全措置

を講じることにより、鳥類への影響を回避又は

極力低減します。 
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第5.2-1表(3) 経済産業大臣の意見に対する事業者の見解 

経済産業大臣の意見 事業者の見解 

（４）土地の改変に伴う自然環境に対する影響 

想定区域及びその周辺は砂防法（明治30年

法律第29号）に基づく砂防指定地、鹿児島県

が公表する土砂災害危険箇所（土石流危険渓

流 等 ） 及 び 「 山 地 災 害 危 険 地 区 調 査 要 領 」

（平成18年７月林野庁）に基づく山地災害危

険地区（崩壊土砂流出危険地区等）等が存在

することから、土地の改変に慎重を要する地

域である。このため、風力発電設備等の配置

等 の 検 討 に 当 た っ て は 、 専 門 家 等 か ら の 指

導・助言を踏まえること。また、土砂及び濁

水の流出等による動植物の生息・生育環境や

河川・沢筋等の自然環境への影響に関する調

査、予測及び評価を行い、これらの結果を踏

まえ、土砂の崩落及び流出の可能性の高い箇

所の改変を回避するとともに、土地の改変量

を可能な限り抑制すること等により、自然環

境への影響を回避又は極力低減すること。 

 

風 力 発 電 設 備 等 の 配 置 等 の 検 討 に 当 た っ て

は 、 土 木 工 事 に お け る 専 門 の 知 識 を 有 す る 会

社 協 力 の も と 、 砂 防 法 （ 明 治 30年 法 律 第 29

号 ） に 基 づ く 砂 防 指 定 地 、 鹿 児 島 県 が 公 表 す

る 土 砂 災 害 危 険 箇 所 （ 土 石 流 危 険 渓 流 等 ） 及

び「山地災害危険地区調査要領」（平成 18年７

月 林 野 庁 ） に 基 づ く 山 地 災 害 危 険 地 区 （ 崩 壊

土 砂 流 出 危 険 地 区 等 ） を 可 能 な 限 り 除 外 し ま

す 。 な お 、 こ れ ら の 区 域 の 改 変 が 必 要 と な る

場 合 は 、 関 係 機 関 と 協 議 の 上 、 適 切 に 対 応 し

ます。 

ま た 、 土 砂 及 び 濁 水 の 流 出 等 に よ る 動 植 物

の 生 息 ・ 生 育 環 境 や 河 川 ・ 沢 筋 等 の 自 然 環 境

へ の 影 響 に 関 す る 調 査 、 予 測 及 び 評 価 を 行

い 、 土 砂 の 崩 落 及 び 流 出 の 可 能 性 が 高 い 箇 所

の 改 変 を 回 避 す る と と も に 、 土 地 の 改 変 量 を

可 能 な 限 り 抑 制 す る 等 の 環 境 保 全 措 置 を 講 じ

る こ と に よ り 、 自 然 環 境 へ の 影 響 を 回 避 又 は

極力低減します。 

以上の検討の経緯及び内容について、方法

書以降の図書に適切に記載すること。 

検 討 の 経 緯 及 び 内 容 に つ い て 、 方 法 書 以 降

の図書の該当箇所に適切に記載します。 

 

 

 



 

(256) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（空 白）  

 

 


